
令和５年１０月２５日  

 

報道機関各位 

長岡市環境部環境政策課  

      トキの野生復帰を応援！ 

トキ３羽を移送し２羽を受け入れ 
 
 環境省の発表（別紙）のとおり、環境変動や感染症によるリスクに備えるため、長
岡市トキ分散飼育センター（長岡市寺泊夏戸 2817番地）で今年生まれたトキ３羽（性
別不明）を、佐渡トキ保護センターへ移送し、佐渡トキ保護センターから繁殖個体２
羽（オス１羽、メス１羽）を長岡市で受け入れます。 

 つきましては、下記のとおり概要をお知らせしますので、ぜひ取材くださいますよ
うお願いします。 
 なお、長岡市は、佐渡におけるトキの飼育・繁殖及び野生復帰への取り組みを支援
し、トキの安定的存続に貢献するため、分散飼育に取り組んでいます。移送されたト
キは、佐渡で放鳥候補となったり飼育施設で親鳥として活躍します。 
 

長岡からトキ３羽を佐渡へ移送、佐渡からトキ２羽を長岡で受け入れ 
 

（１）日 程   １０月２９日（日） 
10:00頃 長岡市トキ分散飼育センターに移送車両到着 
  同センターで移送作業開始 
10:20頃 同センター出発 

【取材可能時間（目安）：10:00～10:30】 
15:40頃 佐渡トキ保護センター到着 

                  １０月３０日（月） 

8:15頃 佐渡トキ保護センター出発 
13:30頃 長岡市トキ分散飼育センター到着 

【取材可能時間（目安）：13:15～13:30】 
※天候などにより変更・延期になることがあります。 

       

（２）移送個体数 ・今年生まれた幼鳥３羽（性別不明３羽）を移送 

（参考）長岡市生まれのトキの移送実績 

平成 25 年４月９日から令和５年６月 15 日までの間、12 回に

渡り 53羽（オス 33羽、メス 20羽）を移送しました。 

 ・成鳥２羽（オス７歳、メス１歳）を受入 

（参考）長岡市のトキの受入実績 

平成 23年 10月 11日から令和２年 10月 23日までの間、８回

に渡り 16羽（オス 10羽、メス６羽）を受入しました。 

 

（３）画 像  長岡から佐渡へ移送するトキの静止画及び動画電子データを提供

します。次のアドレスからダウンロードしてください。ご使用の

際は、クレジット「提供：長岡市」の表示をお願いします。  

https://xfs.jp/QSJcPV 

 

（４）その他  トキを移送する箱の引き渡し場面の取材は可能ですが、長岡市ト

キ分散飼育センター内の取材はできませんのでご了承ください。 
 

長岡市 

問い合わせ：環境政策課 里村 ℡０２５８－２４－０５２８ 

環境省、東京都、新潟県、同時発表 

https://xfs.jp/QSJcPV
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＜新潟県、東京都、新潟県長岡市同時発表＞ 

 

佐渡トキ保護センターと本州の分散飼育施設のトキの移送について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．トキの移送 

トキ保護増殖事業計画及びトキ野生復帰ロードマップ 2025に基づき、環境変動や感染

症によるリスクに備えるため、佐渡トキ保護センターから分散飼育施設（多摩動物公園、

いしかわ動物園、長岡市トキ分散飼育センター、出雲市トキ分散飼育センター及び佐渡

市トキふれあいプラザ）にトキを移送し、各施設において飼育繁殖を行っています。 

令和５年 10 月 29 日（日）～30 日（月）に佐渡トキ保護センターと本州の分散飼育施

設の間でトキの移送を行いますので、お知らせします。 

野外への放鳥候補個体等とするため、多摩動物公園（７羽）及び長岡市トキ分散飼育

センター（３羽）から佐渡トキ保護センターへトキを移送します。 
 

２．移送の日程と個体数 

出発日 到着日 移送元 移送先 移送個体数 

10月 29日 10月 30日 多摩動物公園 佐渡トキ保護センター 
７羽 

（オス１羽、メス２羽、 

性別不明４羽） 

  長岡市トキ分散飼育センター 佐渡トキ保護センター 
３羽 

（性別不明３羽） 

10月 30日 10月 30日 佐渡トキ保護センター 多摩動物公園 
４羽 

（オス２羽、メス２羽） 

  佐渡トキ保護センター 長岡市トキ分散飼育センター 
２羽 

（オス１羽、メス１羽） 

 

 

令和５年 10月 29日（日）～30日（月）に佐渡トキ保護センターと分散飼育施設であ

る多摩動物公園及び長岡市トキ分散飼育センターの間でトキの移送を行いますので、お

知らせします。野外への放鳥候補個体等とするため、分散飼育施設から合計 10羽のトキ

を佐渡トキ保護センターへ移送します。また、分散飼育のため、佐渡トキ保護センター

から合計６羽のトキを分散飼育施設に移送します。 

 

令和５年 10月 25日（水） 

関東地方環境事務所 

野生生物課長  千葉 康人 

(℡：048-600-0817) 

佐渡自然保護官事務所 

首席自然保護官 篠﨑さえか 

(℡：0259-22-3372) 
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３．移送後の取扱い 

佐渡トキ保護センターに移送した個体は、同センターで飼育し、今後の野外への放鳥候補

個体等とします。 

分散飼育施設に移送した個体は、各分散飼育施設で飼育し、繁殖や普及啓発に活用しま

す。 
 

４．取材について 

トキの移送を円滑に進めるため、取材については下記の扱いとさせていただきます。

ご理解とご協力をお願いします。 

（１）トキの安全確保とストレスの軽減を第一に考え、一刻も早く目的地まで移送する必

要があることから、移送中のトキの撮影はできません。また、作業の取材・撮影は、

作業の妨げにならないよう、各施設の職員の指示に従ってください。 

（２）佐渡トキ保護センターでの取材は立入場所を制限します。詳しくは、佐渡トキ保護

センター（TEL: 0259-22-2445）にお問い合わせください。 

（３）多摩動物公園では、移動時におけるトキのストレスを軽減するため取材できません

のでご了承ください。 

（４）長岡市トキ分散飼育センターでの取材は、立入場所を制限します。詳しくは、長岡

市環境政策課（TEL: 0258-24-0528）にお問い合せください。 
 


